
１．件 名

１．完成又は納入期限

１．工事又は納入場所

１．仕様書交付場所

１．仕様書交付日時

１．見積書提出場所

１．見積書提出期限

１．見積書決定通知日

１．見　積　方　法

１．契 約 保 証 金

１．図面（内訳書）

及び仕様書

１．契約書作成の要否 契約金額が１５０万円を超える場合は要

１．競争参加条件

１．見積心得及び
契約書案

１．支払又は売払条件
１．火災保険

付保の要否   要  否 
１．そ 　　の 　　他 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

本件責任者
宮崎河川国道事務所　経理課長　　中山　俊宏
担当者
宮崎河川国道事務所　経理課　　松田　夏海　
連絡先１：０９８５－２４－８２２１（代表）
連絡先２：０９８５－２４－８３３５（直通）

見　積　依　頼　書

令和　８年　１月　２１日

オープンカウンター参加業者　殿

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長

大嶋　一範

宮崎河川国道事務所　経理課

令和　８年　２月　１２日１７時００分

電子調達システムにより交付する。（資料の訂正・取消が行われた際に更新通
知メールを希望する場合は「ダウンロードした案件について訂正・取消が行わ
れた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。）
ただし、やむを得ない事由により、電子調達システムにより入手ができない場
合は、下記連絡先に問い合わせること。
電子調達システムのＵＲＬ
https://www.geps.go.jp/

令和　８年　１月　２１日　９時００分から
令和　８年　２月　　２日１７時００分まで

　下記について購入に付したいので見積書を提出願います。

記

物品「ヘッドセット」外購入

令和　８年　３月　１８日まで

宮崎河川国道事務所

　郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律
第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９
項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便によ
る見積は認める。

　見積の決定を受け、契約の相手方となる者は、暴力団排除に係る別添
の誓約書を見積の決定後７日以内に提出すること。
誓約書の提出をしない場合には、契約条件に違反した者が行った見積と
して、当該契約を取りやめる場合がある。

　九州地方整備局随意契約見積心得及び九州地方整備局オープンカウン
ター方式（施行）実施要領及び注意事項を熟読のこと。

入札室等に提示
精算払い

令和　８年　２月　１３日

　随意契約の相手方を決定するに当たっては、見積書に記載された金額に消費
税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額（当該金額に１円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約価格とす
るので、契約申込者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費
税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を見積書に記載すること。

・
　電報による見積は認めない。

免 除

交付する。

令和０７・０８・０９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「その
他」で登録がなされ「九州・沖縄地域」の競争参加資格を有する者であるこ
と。



◇仕様書配布について
●仕様書を希望される方は以下アドレスまでご請求ください。

●質問の期限　　 　　　：　令和　８年　２月　４日（水）１７時
●回答の期限（予定）　：　令和　８年　２月　５日（木）１７時

○質問の方法　：　ＦＡＸ又はメール

　　　（分かりづらい場合は、お電話して頂いてかまいません。）

◇見積書の提出については、下記のとおりお願いします。

●参考見積書の提出　：　令和　８年　２月　６日（金）　９時
　　　　　　　　　　　　　　　　～　令和　８年　２月１０日（火）１７時

●正式見積書の提出　：　令和　８年　２月　６日（金）　９時
　　　　　　　　　　　　　　　　～　令和　８年　２月１２日（木）１７時

○質問回答により仕様等が変更となる場合があるため、見積書の提出期間

　 を設けています。

●見積書の提出方法　：　持参、郵送、メール、FAX
　　 ※ただし、後日原本を郵送しないメール又はFAXでの提出については、

　     【別紙】「見積書等の押印の省略及び電子メール等の利用について（お知らせ）」

　　　　　　　　をご確認ください。

◇見積合せの結果については、下記のとおりとします。

●見積決定通知日　：　令和　８年　２月　１３日（金）

○契約の相手方のみに通知をいたします。

　 結果の内容（契約者名及び契約金額）は、

　 宮崎河川国道事務所ホームページ及び、

　 宮崎河川国道事務所経理課カウンターで閲覧できます。

◇その他

郵送先　：　〒８８０－８５２３
　　　　　　　　宮崎市大工２丁目３９番地
　　　　　　　　宮崎河川国道事務所　経理課　下ノ薗・松田・高松　宛て

連絡先　：　ＴＥＬ　０９８５－２４－８３３５（経理課直通）
　　 　　　　　ＦＡＸ　０９８５－２６－９５２８（経理課直通）
　　　　　　　メール　（松田）　kouda-n8910@mlit.go.jp
　　　　　　　メール　（高松）　qsr-miyaz_keiri01@mlit.go.jp+A78
　　　　　　　メール　（下ノ薗）　shimonosono-k8910@mlit.go.jp

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。



件名︓物品「ヘッドセット」外購⼊

No. 品　　⽬ 規　格 単位 数　量 備　　考

1 ヘッドセット 別添参照 個 10 ＵＳＢ　Ａ接続、無（全）指向性、
オーバーヘッド両⽿

2 輪ゴム 別添参照 箱 2 サイズ︓＃１６

3 アルコールチェッ
カー 別添参照 個 10 センサー寿命︓１０００回または購⼊

後１年経過した場合どちらか早い⽅

4 蛍光灯 別添参照 箱 5 ＦＬ２０ＳＳＥＤＣ／１８ＬＬ、幅
５８０ｍｍ、⾊︓昼光⾊、２本⼊り

5 ＵＳＢハブ 別添参照 個 10
Ｗｉｎｄｏｗｓ１１対応 ＨＤＭＩ付ＵＳＢ
ｔｙｐｅＣハブ ポート数︓ＵＳＢ　ｔｙｐｅＣ
×１、ＵＳＢ　ｔｙｐｅＡ×２、ＨＤＭＩ×１
ソフトウェアのインストールなしでマルチディスプレイ可

6 肘付回転いす 別添参照 脚 1
張地︓ＰＵレーザー、⾼さ︓約１０９
０〜１１６５ｍｍ前後、肘有り、ガス
上下調節機能付き、⾊︓⿊

7 ヘッドフォンステ
レオ 別添参照 個 6

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ・ＵＳＢＴｙｐ
ｅＡどちらの接続も可 充電式　カタログ
品と同等品

8 モニター 別添参照 台 1 ７５型

9 ディスプレイスタ
ンド 別添参照 個 1 対応画⾯サイズ７５

10 カメラ 別添参照 個 2
ＷＥＢカメラ、スピーカー、マイク付き、１２００万
画素以上、電源ケーブル２ｍ以上、視野⾓︓１
２０度以上、対応ＯＳ︓Ｗｉｎｄｏｗｓ１１
／１０

11 ディスプレイ上
部ラック 別添参照 個 1 ＷＥＢカメラ設置⽤台

12 ＨＤＭＩケー
ブル 別添参照 個 1

５ｍ、対応機種︓ＨＤＭＩ端⼦を搭載した
ＡＶ機器、ＰＣ、コネクタ形状︓ＨＤＭＩタ
イプＡ オス－ＨＤＭＩタイプＡ オス

13 電源タップ 別添参照 個 1 ５個⼝以上、５ｍ以上、マグネットタイプ

14 ＵＳＢ延⻑
ケーブル 別添参照 個 1

１０ｍ程度、コネクタ形状︓ＵＳＢ（Ａ）
オス－ＵＳＢ（Ａ）メス、最⼤転送速度４
８０ＭＢＰＳ以上、ツイストペアケーブル

15 ヘルメット 別添参照 個 2
⾊︓⿊、⾃転⾞等⽤ヘルメットのＳＧ基
準適合品、あごひも調整可能、頭サイ
ズ︓６０〜６４ｃｍ前後

発　注　内　訳　書



16 ⻑靴 別添参照 ⾜ 18
２３ｃｍ︓３⾜、２３．５ｃｍ︓３⾜、２４
ｃｍ︓３⾜、２８ｃｍ︓３⾜、 ２８．５ｃ
 ｍ︓３⾜、２９ｃｍ︓ ３⾜６⾜、⾊︓⿊

※備考のカタログは参考になります。同等品可です。
　 同等品でお⾒積りをする場合は、質問期限⽇（令和８年　２⽉　４⽇（⽔））までに、
　 同等品の申請をお願いします。
※組⽴式の商品は組⽴済で納品してください。



別添

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該当せず、

「物品「ヘッドセット」外購入」の契約満了までの将来においても該当しないことを誓約し

ます。

　また、この誓約が虚偽であった場合、発注者が当該契約の契約解除請求をすることについ

て、一切の異議を申し立てず、当該解除請求に応じることについても誓約します。

１　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

　る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

　団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、

　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

　第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する

　暴力団をいう。以下同じ。）である。

２　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している。

３　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

　える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。

４　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

　接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。

５　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。

６　当契約に関する物品に係る調達契約その他の契約に当たり、その相手方が１から５まで

　のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結する予定、又は契約を締結

　している。

７　１から５までのいずれかに該当する者を物品に係る調達契約その他の契約の相手方とし

　ていた場合に、発注者から当該契約の解除を求められ、これに従わなかったとき。

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長
大　嶋　　一　範　殿

令和　　年　　月　　日

住　　　所

商号又は名称

代 表 者 名 印

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者（会社名・部署名・氏名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先１：

連絡先２：

暴力団排除に関する誓約書

記
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